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規制緩和下のタクシー労働

川 村 雅 則

Ⅰ．タクシー事業における規制緩和路

線の混乱

平成14年２月，タクシー事業の需給調整規

制の廃止等を内容とする「改正」道路運送法

が施行された。規制緩和（規制改革）路線の

本格的な実施である。業界からは批判が相次

いでいたが，政府は次のとおり規制緩和政策

を高く評価して，その路線を堅持してきた。

すなわち，例えば，内閣府が発表した，あ

らゆる産業における「規制改革の経済効果」

の中では，タクシー業界では，規制改革で125

億円の利用者メリットが発生したという試算

（全産業の分を合計すると18兆3452億円，

国民１人当たり14万４千円のメリット）が示

されている。

あるいは，それよりも前にだされた，旧 総

合規制改革会議（現 規制改革会議）の発表資

料 でも，規制改革前は「タクシーの運賃料金

は，各社ほとんど同じ料金に設定されており，

また，サービスの内容にもほとんど格差」が

なかったのに対して，規制改革後は，「2002年

２月から弾力的な運賃の設定が可能になり」

「これより定額運賃や遠距離割引といった新

しいサービスも生まれて」おり，規制改革の

効果として，「運賃が一部引き下がったほか，

サービスの内容が多様化したことで，利用者

の満足度が高まってきて」いると主張してい

る。

しかしながら，政府のこうした評価とは裏

腹に，規制緩和にともなう弊害が全国であら

わになっている。すなわち，歩合制賃金とい

う，経営のリスクを労働者側に転嫁可能な条

件にも支えられ，需要をはるかに超えて車両

台数が急増し，限られたパイの奪い合いが生

じ，その結果，車両１台当たりの売上げの減

少，運転者の賃金水準や労働条件の低下が起

きた。それは運転者に無理な営業・乗務を強

いることとなり，十分な訓練を受けないまま

公道で仕事をはじめる運転者の増加という条

件などもあいまって，事故の増加にもつな

がっている。さらには，供給過剰であふれた

タクシーが車道にひろがるなど交通環境を悪

化させ，無駄な走行で環境問題をも引き起こ

している。おりしも，「格差社会」「貧困」と

いう問題がわが国では浮上していたが，とり

わけタクシー労働者の低賃金・生活破壊は深

刻であることがマスコミ等によって繰り返し

報じられた。

かかる深刻な事態が誰の目にも明らかにな

り，政府もそれを放置できなくなり，運転者

の労働条件・生活改善を主たる目的として，

昨年から，全国で運賃改定が相次いで認めら

れた。しかしながら，そもそもの供給過剰な
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車両台数に手をつけないまま行われたこの措

置は，地域によっては逆に車両台数の増加

を招いたり，あるいは，物価の高騰もあいまっ

て，利用抑制（乗り控え）という事態を招く

など，問題の解決にはつながっていない。規

制緩和によるタクシー事業の活性化がうたわ

れていながら，運賃改定までひきおこされた

今回の騒動で，使用者・労働者・利用者のいっ

たい誰が得をしたのだろうか。

さて，現在，上記の深刻な事態や関係者に

よる取り組み等を背景にして，国土交通省・

交通政策審議会（交政審）にこの問題に関す

るワーキンググループ（以下，WG）が設置さ

れ ，タクシー産業の改善に向けた議論が開始

されている。

また，それに呼応するように，事業者団体

である全国ハイヤー・タクシー連合会（略称，

全タク連）は，学識者等で構成された第三者

による研究会（第三者研究会）を設置し，「安

全・安心なサービスを提供するためのタク

シー事業制度の研究」を進めている 。

さらに政界においても，自民党や民主党が

法案の検討や緊急提言を行うなど，タクシー

事業と規制緩和をめぐる議論が活発化してい

る状況にある。

さて，上記のWGでは，現時点（2008年７

月）で８回の議論が行われ，論点の整理が行

われるに至った（資料４に掲載）。もっとも，

タクシー業界における問題状況についての現

状認識は大枠では一致してはいるものの，規

制緩和政策に対する評価には相違がみられ

る。また，この間，規制緩和政策を進めてき

た側（規制改革会議）からは，こうした動き

を牽制して，逆に規制緩和路線を一層進める

べきとの見解もだされている 。すなわち，「規

制緩和が行われた結果，新たな雇用を創出す

るとともに，待ち時間の短縮や多様な運賃・

サービスの導入等，消費者利益の向上に貢献

してきたというプラスの側面を忘れてはなら

ない」「タクシー事業に関する一層の規制緩和

を検討・推進すべきである」等々。

本稿では，交通市場が縮小する中で導入さ

れた規制緩和政策が，タクシー産業の持続可

能性を破壊し，労働力（運転者）の再生産を

も困難にしているという現状をあらためて明

らかにし，安全・安心なタクシー産業の再構

築に向けた議論に貢献したい。

Ⅱ．調査の概要

本稿は，タクシー事業と規制緩和をめぐる

上のような動向を視野にいれつつ北海道で

行ったタクシー運転者の労働と生活に関する

調査結果をまとめたものである。調査は，ほ

ぼ毎年，定点観測的に行っているものである。

2003年に行った調査の結果をまとめた川村

（2004）も参照されたい。

調査は，全国自動車交通労働組合連合会，

全国交通運輸労働組合総連合，全国自動車交

通労働組合総連合会（以下，全自交，交通労

連，自交総連と略称）それぞれの北海道地方

組織の協力を得て，2008年５月に行った。調

査は，男性運転者を対象とした。組合に加入

しているかどうかの制限は設けていない（未

加入者も対象とした）。

調査は調査票を用いて行い，その内容は，

運転者の乗務に関する状況，賃金・世帯の生

活状況，健康（疲労，持病）や安全（ヒヤリ

ハットの頻度や交通事故等の経験）に関する
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ものである。調査票は資料３として掲載して

いるので参照されたい。調査票の配布と回収

の方法は，配布は単産から単組役員，単組役

員から運転者というルートで行い，回収は逆

ルートで行った。５月の末日を回収の締め切

りとした。

調査票の配布枚数は合計で4,390部（全自

交3,380部，交通労連410部，自交総連600

部）で，回収されたのは合計で2,166部（全

自交1,707，交通労連305部，自交総連154

部）である。いずれも有効回答として扱った。

本文の最後に資料１～４を掲載した（資料

３，４については上述のとおり）。資料１は自

由回答の一覧で，資料２は調査結果の一覧表

である。具体的には，⑴回答者全体（単純集

計），⑵就労地域別（札幌交通圏 と「その他」

の地域別），⑶就労形態別，⑷年齢別，⑸世帯

構造別（以上，クロス集計），の結果をそれぞ

れまとめた。但し⑶と⑸については，札幌交

通圏の回答者に限定してとりまとめを行っ

た。

Ⅲ．調査の結果

１．高齢化するタクシー労働者

タクシー運転者の高齢化が著しい。若い労

働力が参入してこないか，参入してきても生

活困難で，すぐに退出してしまうという。

本調査でも，回答者は（表3-1），「50歳代」

が中心で（50.5％），「60歳以上」も全体の４

分の１（26.9％）を占める。業界では，「日勤」

を中心に，年金を受給しながら働く運転者が

増加の傾向にあるという（今回の調査でも，

「60歳以上」の４分の３が年金を受給しなが

ら働いている。もっとも，「60歳以上」の「日

勤」は33.1％で，全体の「日勤」割合に比べ

ると多いとはいえ，残りは深夜時間帯にも働

いていることには留意が必要である)。調査

対象や方法が同一ではないので直接の比較は

できないが，こうした高齢運転者の増加は，

2003年の調査結果と比べても顕著である 。

２．無理をした働き方による対応

売上が落ちて，限られたパイの奪い合いで，

仕事で無理をせざるを得ない状況がみられる

（図3-1）。労働行政による指導がこの間強化

されてきたものの，（ア）所定の拘束時間を大

きく超えて働くものはなお２割（20.8％）み

られ，かつ，（イ）所定の休憩よりも短いのは

５割弱（47.6％）に達する。他にも，（オ）売

上をあげようとしての焦り（39.1％），（カ）

違反場所での客待ち（24.1％）や危険運転

（16.6％）も少なくない。また，安全とも関

わるが，（エ）仕事中の体調不良（28.6％）も

みられる。

働き方についてもう少し詳しくみていこう

規制緩和下のタクシー労働

表3-1 2008年調査の回答者の属性など

単産別 年齢別 雇用形態別 就労形態別 就労地域別

全自交 78.8％ 39歳以下 6.4％ 正社員 76.3％ 隔日勤務 34.3％ 札幌交通圏 71.4％

交通労連 14.1％ 40歳代 16.2％ 契約社員 6.7％ 日勤専門 20.8％ その他 28.6％

自交総連 7.1％ 50歳代 50.5％ 嘱託社員 14.2％ 夜勤専門 23.9％

60歳以上 26.9％ その他 2.8％ 昼夜交替 20.4％

その他 0.7％
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（表3-2）。例えば，（a）１週間の総拘束時間

を尋ねたところ，60時間を超えるというもの

は全体の38.7％を占め，とくに「札幌交通圏」

に限ると44.3％となり，その中でも，「夜勤」

専門の運転者では，およそ３人に２人

（63.5％）が60時間以上働いていると回答し

ている。また，（c）公休出勤では全体の６割

（59.7％）が月に１回以上の公休出勤を行っ

たことがあると回答しており（２回以上行っ

たものでも３割弱（28.9％）），逆に，（d）有

給休暇の取得状況については，「ほぼ全てを使

い切った」のは15.7％にとどまり，「ほとんど

使っていない」のは34.5％に達しているな

ど，無理をした働き方が示唆される。

３．低下する賃金，目立つ最賃違反

タクシー運転者の低賃金は深刻である。本

調査では2007年度と2006年度の年収（税込

み）を尋ねた（図3-2）。06年度には65.0％

だった年収300万円未満の割合は，07年度に

は70.1％にまで増加している 。とりわけ「そ

の他」地域ではその割合は84.8％にも及ぶ。

なお，「その他」地域では，200万円未満も

31.0％から35.6％へ増加している。

図3-1 最近の働き方でよくある問題状況

表3-2 就労地域，勤務形態別にみた，拘束時間・走行距離・公休出勤頻度・有給休暇の使用状況

単位：％

就労地域別 就労形態別（札幌交通圏)

全体 札幌交通圏 その他 隔日勤務 日勤専門 夜勤専門 昼夜交替勤務

(a)１週間の総拘束時間

60時間以上
38.7 44.3 24.8 34.9 28.7 63.5 47.8

(b)１ヶ月の総走行キロ

数 3,500km以上
23.5 26.7 15.4 29.1 25.1 31.0 20.8

(c)公休出勤を行った 59.7 57.0 66.5 58.3 48.7 69.0 49.4

(d)有休をほとんど使っ

ていない
34.5 34.6 34.3 43.0 40.0 26.0 29.9
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ところで，本来であれば働くひとびとの生

活を保障するはずの最低賃金制度が，わが国

では機能していない（最賃水準が低すぎる）。

そのことについては，多くの論者が指摘して

いるとおりである。だが加えて，その水準さ

え守られていないという問題もひろくみられ

る。すなわち，本調査では，説明文を付して ，

最賃水準を下回ることがあるかどうかを尋ね

たところ，あるというものは合計で46.0％に

及んだ（図3-3）。

もちろん，この結果については精査が必要

ではあるとはいえ，第一に，北海道労働局の

調べでも，監督対象となった事業場の４分の

１で最賃違反が明らかになっている こと，

第二に，北海道ハイヤー協会によるシミュ

レーション においても，最賃割れの状況が

示されるなど，現在のタクシー業界では最賃

違反状況がめずらしくないといえよう。運転

者の労働条件の改善は，事業規制によるので

はなく「より広い社会政策を通じて実現され

るべきもの」という一見するともっともな規

制改革会議の主張はこうした現実を無視した

ものといえよう。

さて，冒頭でも述べたとおり，こうした状

況を改善するために全国で運賃改訂が行われ

たわけであるが，その結果はどうだったろう

か。「札幌交通圏」で働く運転者に限定して利

用動向と売上動向を尋ねたところ，諸物価の

高騰等もあいまって，「減った」という回答が

図3-2 2007年度と2006年度の年収

図3-3 最低賃金割れの有無・頻度
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どちらも８割を超えている（86.7％，83.4％）。

こうした動向は，北海道ハイヤー協会のデー

タ でも確認でき，輸送実績は，どの月でも対

前年比で減少している。

４．余裕のない家計，生活の困難（受診抑制，

教育費負担など）

家計は本人と世帯員の収入・支出で構成さ

れている。そこで，世帯構造 別に家計の状況

をまとめてみた。総じて，余裕のない家計状

況が確認できる。

すなわち全体では，まず（a）持ち家（分譲

マンション含む）比率は５割にとどまる。次

に，（c）世帯に本人以外の就労者がいるのは

６割（58.2％）で，（d）本人を含む年金受給

者が世帯にいるのは３分の１強（36.8％）存

在するものの，（g）世帯の総収入が300万円

に満たないものの割合は，本人年収300万円

未満の割合（70.1％）に比べると低下すると

はいえ，33.5％に及ぶ。この割合は，どの年

齢層でも４分の１から３分の１を占める（「そ

の他」地域では43.9％）。さらに，（f）世帯の

収支が「赤字」であるのは，合計で６割弱（「毎

月赤字」28.5％，「赤字の月のほうが多い」

図3-4 運賃改訂後の利用者及び売上の動向（札幌交通圏)

表3-3 世帯構造別にみた住まいの状況，世帯の就労・年金受給状況，家計状況など 単位：％

世帯構造別（札幌交通圏)

全体 一人暮

らし

妻と二人

暮らし

妻と子

ども

妻と子ど

もと親
妻と親

(a）住まいの種類：「持ち家・分譲マンショ

ン」
50.5 16.6 48.1 60.7 68.4 76.4

(b）費用負担：「かかる」 75.2 89.5 79.1 76.2 61.5 64.8

(c）世帯に就労者：「いる（本人除く）」 58.2 ― 63.5 79.1 69.6 69.1

(d）世帯に年金受給者：「いる（本人含む）」 36.8 16.1 34.8 21.7 88.6 92.7

(e）１ヶ月の生計費：「20万円以上」 21.3 3.2 21.7 35.1 41.8 32.7

(f）世帯の収支状況：「赤字（赤字計）」 58.4 52.2 58.0 67.9 69.2 50.9

(g）世帯の総収入：「300万円未満」 33.5 62.4 29.3 17.4 16.7 16.4

(h）世帯の貯蓄現在高：「なし」 39.2 57.0 34.9 39.1 31.2 18.2

(備考）本人の年齢：「50歳以上」 77.4 70.9 90.0 80.1 72.2 92.7

注：(f）収支状況の「赤字」は，「毎月赤字」と「赤字の月のほうが多い」の合計。
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29.9％）に及ぶ。（h）貯蓄がないものも４割

（39.2％）である。

これを世帯構造別にみると，「妻と二人暮ら

し」「妻と子ども」についで数の多い「一人暮

らし」世帯では，（e）生計費規模が小さいも

のの，（a）持ち家率や（g）世帯の総収入が低

く（300万円未満が62.4％），なおかつ，（h）

貯蓄なしも多い（57.0％）など，老後の生活

基盤が脆弱であることが特徴的である。

次に，社会的排除をめぐる議論を参考に，

生活面での困りごとを尋ねた（図3-5）。結果

は，（イ）本人や家族の健康不安が大きい一方

で，（ア）通院や治療の必要があるが，控えて

いるという回答が２割（21.4％）に及んだ。

また（キ）金銭的な負担から，親戚づきあい

や近所づきあいを控えているのも２割に及ぶ

（20.3％。40歳代では４分の１強）。

ところで，（エ）子どもの教育費の負担が大

きいという回答は全体では8.4％だが，この

結果は，世帯に子どもがいるかどうか，すな

わち世帯構造によって異なるだろう。表は省

略するが，「妻と子ども」世帯では18.7％，「妻

と子どもと親」世帯では26.6％と大きい。あ

わせて，全体では2.8％である（オ）子どもの

進路を変更したという回答も，両世帯では，

それぞれ4.7％，8.9％にまで増加する。

所得水準の低いことが，子弟の教育費負担

の面で不利であり，世代間における貧困の再

生産を招きかねないことを示唆する結果とい

えよう。

５．健康，安全問題――疲労蓄積，ヒヤリ・

ハットの出現

上（図3-5）でみた受診抑制の結果とも重な

るが，定期健康診断で「要精密検査」あるい

は「要治療」と判定されたものの割合と，そ

の指示に従い検査や治療（現在治療中を含む）

をその後に受けたものの割合をまとめた（図

3-6）。前者は，どの年齢でも２割前後から３

割存在する。しかしながらその後の再検査や

治療状況は，若い年齢層ほど成績が悪く，最

も成績のよい「60歳以上」でも６割にとどま

る。

ところで，タクシー運転者の健康水準は他

図3-5 生活面での困りごと
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の産業の労働者と比べてどうなのか。５年に

１度行われる厚生労働省の「労働者健康状況

調査」データと比較検討してみた（川村（2004）

も参照）。但し，疲労に関する設問については，

平成14年調査よりも平成９年調査（旧労働省

調査）が詳細であるので，データはやや古い

が，後者を用いた。

まず，次頁の表3-4は，普段の仕事による

「身体」の疲労と「神経」の疲労の度合い，

そして疲労の回復・蓄積状況をまとめたもの

である。「40歳代」や「50歳代」では強い「神

経」の疲労を感じているものがそれぞれ全体

の３割を占め，なおかつ，疲労を翌日に持ち

越すことが多いもの（表中の疲労高蓄積群）

がそれぞれ５分の１から４分の１を占めてい

る。また，どの年齢層でも，全産業労働者（表

中の「労働者計」）に比べて，疲労の度合いや

疲労蓄積の割合は有意に高い 。

次の表3-5は，持病（医師から診断された

もの）があるというものの割合をまとめたも

のだが，やはりどの年齢層でも，病気をもつ

ものの割合は高く，統計的にも有意なものが

多い。また，最も人数の多い「50歳代」では，

（イ）高血圧（29.6％），（ウ）高脂血症

（23.5％），（キ）腰痛（18.5％）などが２割

から３割にかけて多い。

ところで，運転者の疲労・健康状態は，安

全にも関わる問題である。ヒヤリ・ハットの

出現頻度が高いのは全体では合計で３割（「よ

くある」23.5％，「ある」6.7％）だが，とり

わけ，疲労蓄積の高いものでは，その割合が

高く（次々頁の図3-7），疲労の回復の遅れが

事故につながりかねないという事態を示唆し

ている。

また安全と関わることだが，第一に，乗務

中に第１当事者となった事故をこの１年間に

経験したものは全体の２割（19.4％），第二に，

スピード違反や駐車違反など交通違反をして

取り締まりを受けた経験がやはりこの１年間

であったものは全体の１割（9.4％）を占めて

図3-6 定期健康診断の総合判定結果及び再検査・治療状況

注：「最後まで受けた・現在治療中」の分母は，「要精密検査」及び「要治療」群
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表3-4 年齢別にみた普段の仕事による疲労の度合い及び疲労の回復状況 単位：％

40歳代 50歳代 60歳以上

タクシー 労働者計 タクシー 労働者計 タクシー 労働者計

普段の仕事

による「身

体」の疲労

とても疲れる 21.3 13.3＊ 24.1 9.3＊ 17.7 2.5＊

やや疲れる 68.4 61.3 62.8 53.7 59.7 45.9

あまり疲れない 6.0 20.8 10.2 31.5 15.8 34.0

まったく疲れない 1.1 1.1 0.8 1.3 2.1 6.5

どちらともいえない 3.2 3.5 2.1 4.2 4.7 11.0

普段の仕事

による「神

経」の疲労

とても疲れる 31.8 19.1＊ 31.4 14.9＊ 22.1 4.5＊

やや疲れる 59.5 59.3 57.6 54.0 58.4 53.8

あまり疲れない 5.5 18.4 8.7 27.2 14.1 25.1

まったく疲れない 1.2 1.3 0.6 0.6 1.4 4.5

どちらともいえない 2.0 2.0 1.8 3.2 3.9 12.0

疲 労 の 回

復・蓄積状

況

１晩睡眠をとればだいたい

疲労は回復する

28.1 39.3 32.8 47.1 44.2 57.2

翌朝に前日の疲労を持ちこ

すことがときどきある

51.3 45.7 43.2 36.7 36.4 35.7

翌朝に前日の疲労を持ちこ

すことがよくある

15.7 10.5 17.6 12.9 14.6 5.0

翌朝に前日の疲労をいつも

持ちこしている

4.9 4.5 6.5 3.3＊ 4.8 2.2＊

疲労高蓄積群 20.6 15.0＊ 24.0 16.2＊ 19.4 7.2＊

＊ p＜0.05

注１：本調査回答者（タクシー運転者）と，労働者計との差の正規分布検定を行った。

注２：労働者計のデータは，旧労働省「平成９年 労働者健康状況調査」結果より。

表3-5 年齢別にみた有病状況

40歳代 50歳代 60歳以上

タクシー 労働者計 タクシー 労働者計 タクシー 労働者計

(ア）胃腸病 8.6 7.1 10.9 8.0＊ 11.1 5.8＊

(イ）高血圧 16.3 6.9＊ 29.6 16.1＊ 39.3 24.3＊

(ウ）高脂血症 16.3 4.8＊ 23.5 7.3＊ 22.4 8.5＊

(エ）肝臓病 5.4 3.6 6.5 4.1＊ 4.7 1.6＊

(オ）心臓病 2.0 0.6＊ 4.2 3.2 6.4 3.4＊

(カ）糖尿病 6.6 4.5 15.6 8.5＊ 17.7 9.4＊

(キ）腰痛 20.6 8.0＊ 18.5 12.0＊ 16.8 11.6＊

＊ p＜0.05

注１：表3-4に同じ。

注２：労働者計のデータは，厚労省「平成14年 労働者健康状況調査」結果より。
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いたことも述べておく。

Ⅳ．まとめに代えて

将来社会，すなわち，高齢者人口が急増（交

通困難者の増加）して，エネルギー資源や環

境問題の制約を受けることを考えると，公共

交通機関の充実・整備は必要不可欠である。

わが国の交通政策はなお大型の交通（道路）

投資に傾斜している感があるが，生活交通重

視にシフトしていくべきではないか。タク

シーは，鉄道やバスなどの大量輸送機関を補

完する個別的な，ドア・ツー・ドアの面的交

通を担う公共交通機関として，重要な社会的

役割を担っている。

ところが，冒頭でも確認したとおり，タク

シー事業における規制緩和は，タクシー需要

（交通市場）の縮小とあいまって，わが国の

安全・安心なタクシーを破壊しつつある。本

稿では，最後に，規制緩和路線の抜本的な見

直しが必要であるという立場で，求められる

対策について以下に幾つかをまとめてお

く 。

第一に，この間の事態をみても，タクシー

事業の特殊性を考えても，需給調整規制（「適

正」な台数へのコントロール）が不可欠であ

る。

もちろんそれが，かつてのような方法をと

るのか，事業参入のハードルを高めたり悪質

な事業者や運転者を排除するシステムを設け

ることで実現させるのか，あるいは，よりレ

ベルの高い運転免許制度・資格制度を導入し

運転者の質の向上を高めることで間接的な規

制を図るのか，歩合制賃金に一定の規制をか

けるのか，等々，その方策についてはいろい

ろ検討の必要があるだろう。タクシー運転者

の窮状を鑑みるならば，緊急措置的であって

も何らかの対策が急がれる。

第二に，「流し」営業については，同一地域・

同一運賃規制が必要である。規制緩和で運賃

競争がおきてタクシーが安く利用できること

になったとその利用者メリットを評価・強調

する主張もあるが，それは，激しい価格競争

で，経営の余裕を喪失させ，運転者の労働条

件・賃金水準の低下や外部不経済の問題を深

刻化させ，結果的にタクシー事業・産業の再

生を困難にしていることを考慮しない，狭い

図3-7 疲労の蓄積状況別にみたヒヤリ・ハットの出現頻度
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枠組みによる評価といえないか。「流し」では

利用者がタクシーを自由に選択できないこと

を考えても，同一地域・同一運賃とすべきで

あろう。

第三に，タクシーの増車による弊害があら

わになりながらも有効な手立てをうてない現

状を考えると，地方運輸局や地方自治体の役

割を強化すること，また，事業者だけにとど

まらず，行政・自治体，労働者，利用者がタ

クシー事業のあり方を論議する場を設けるな

ど，関係者の参画と共同が必要ではないだろ

うか。それは，地域の交通のあり方を決定す

るのに関係者の参画を促す，地域交通再生法

（「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律」）の趣旨とも一致するのではないか。

これらの政策とあわせて，運転免許制度・

資格制度の強化（ドライバーズ・ライセンス

制度の設置），労働時間・働き方の改善（「改

善基準告示」の見直し），名義貸しや最賃割れ

などの違法状態の一掃などの広義の労働法制

の改善が，歯止め無き競争状態に一定の規制

をかけ，運転者の労働条件・社会的地位を向

上させるためにも不可欠ではないか。利用が

伸び悩んでいるにも関わらず，規制緩和後に

過剰な増車措置が可能だった背景には，運転

者の労働条件や生活保障体制があまりにも

「弾力的」であったという事実がある。タク

シーが公共交通の一翼を担うためにも，弥縫

策にとどまることなく，競争一辺倒の交通政

策からの転換が必要と思われる。

注

内閣府「規制改革の経済効果――利用者メ

リットの分析（改訂試算）2007年版」（平成19

年３月28日発表）。http://www5.cao.go.jp/

keizai3/2007/0328seisakukoka22-1.pdf

「規制改革で豊かな社会を」（2004年版，平成

16年３月発表）中の「タクシーの利便性が向

上しています」。http://www8.cao.go.jp/

kisei/siryo/sassi2/index.html

運賃を据え置いたタクシー会社に需要が集ま

り，それに対応するための増車が行われ，地

域全体では車両台数が増加。

交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部

会タクシー事業を巡る諸問題に関する検討

ワーキンググループ。会議で配布された資料

や議事録等は国交省ホームページで公開され

ている。

研究会の代表は，岡田 清 成城大学名誉教授。

資料等は全タク連のホームページに掲載

（http://www.taxi-japan.or.jp/）。筆者もメ

ンバーの一人である。

規制改革会議「タクシー事業を巡る諸問題に

関する見解」（平成20年７月31日）。同組織

のホームページからダウンロード可。http://

www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/index.html

具体的には，本調査の場合，札幌市，石狩市，

江別市，北広島市である。

属性や勤務形態などに関するその他の調査結

果は次のとおりである。すなわち，⑴10年刻

みで経験年数をみると，もっとも多いのは10

年未満で（40.3％），10年台がそれにつづく

（26.6％）。⑵札幌交通圏で働くものが全体の

７割（71.4％）をしめている。「その他」の地

域で働くもの（619人，28.6％）の内訳は，函

館市（181人，8.4％），旭川市（103人，4.8％），

釧路交通圏（52人，2.4％），帯広市（45人，

2.1％），室蘭市（27人，1.2％），苫小牧市（22

人，1.0％），その他（189人，8.7％）である。

⑶結果として，雇用形態は正社員が中心で

（76.3％），かつ，労働組合に加入しているも

のが中心となった（77.8％）。⑷勤務形態は，

隔日勤務が34.3％で，残りは，夜勤専門

（23.9％），日勤専門（20.8％），昼夜交替勤

務（20.4％）となっている。但し，札幌交通

圏に限定すると，最も多いのは夜勤専門

（27.5％）である。

2003年調査では，回答者の平均年齢は51.2
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歳で，60歳以上は9.1％にとどまっていた。

本調査では，働き方については，「ここ１，２ヶ

月」の状況を尋ねた。５月にはタクシーの利

用が減るゴールデン・ウィーク期間があるた

め，就労時間等は，通常の月より短くなる可

能性がある。

ここでの拘束時間は，出庫から帰庫までの時

間としたので，前後の付帯作業時間は含まれ

ていない（よってその分だけ短い）。

2003年調査では，300万円未満層は，全体で

は52.5％，札幌市で働く運転者に限ると

38.1％にとどまっていた。

設問は次のとおり。すなわち，「現在の北海道

の最低賃金は654円です。あなたの月の給与

額（時間外や深夜割増分は除く）を１時間当

たりに換算したとき，この最賃水準を下回る

ようなことはありますか。なお，１時間当た

りの金額は，実際に働いた時間を用いて算出

してください」。また次のような例もつけた。

「（例 654円×171時間（１ヶ月のおおよそ

の所定労働時間）≒11万２千円）」。

北海道のタクシー事業場における，定期監督

等における最低賃金法第５条違反状況は次の

とおりである。

札幌交通圏・旭川地区・釧根地区の三つをと

りあげて行われた北海道ハイヤー協会による

隔日勤務運転者の賃金シミュレーション結果

は次のとおり（なお，札幌交通圏では，最賃

を上回った結果が示されているものの，そも

そもこのシミュレーションでは，時間外・深

夜割増が捨象されていることを述べておく）。

札幌交通圏の運賃改訂後の輸送実績（普通車）

は次のとおりである（北海道ハイヤー協会調

べ）。

平成14年 15年 16年 17年 18年

監督実施事業場数 57 41 39 119 108

違反件数 8 8 9 24 27

違反率 14.0％ 19.5％ 23.1％ 20.2％ 25.0％

出所：北海道労働局資料（最低賃金審議会会議 提出資料）。

札幌交通圏 旭川地区 釧根地区

Ａ 実働日車当営業収入（18時間） 32,243 19,978 20,724

Ｂ 月間勤務日数 日 12 12 12

Ｃ 月間営業収入 円 386,916 239,736 248,688

Ｄ 配分率（札幌60％，旭川釧路

55％）

232,150 131,855 136,778

Ｅ 歩合率（仮48％） 185,720 115,073 119,370

Ｆ 月間労働時間（日16時間） 192 192 192

Ｇ 賃金 時間給（Ｅ÷Ｆ） 967 599 622

Ｈ 北海道最低賃金額（時間） 654

Ｉ 格差（Ｇ－Ｈ） 313 ▲55 ▲32

Ｊ 年間総賃金（Ｄ×12ヶ月） 2,785,795 1,582,258 1,641,341

出所：北海道ハイヤー協会「2008北海道のハイヤー・タクシー現況」より。
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回答者の世帯構造で多いのは，順に，「妻と二

人暮らし」「妻と子ども」がそれぞれ３割ずつ

（31.1％），「一人暮らし」（16.1％）などであ

る。

比較に用いたデータは平成９年と古く，この

間のわが国の労働者の健康状態の悪化を考慮

する必要があると思われる。とはいえ，平成

14年調査の疲労に関する設問（「普段の仕事

でどの程度身体が疲れますか」と尋ね，さら

にその部位について質問）の結果は，「とても

疲れる」は，年齢別に，順に15.0％（40歳代），

8.3％（50歳代），6.5％（60歳以上）である。

現在進んでいるWGの議論や，交通運輸政策

研究会（略称，交運研。代表，関西大学副学

長 安部誠治 教授）がまとめた「持続可能で，

安全・安心な交通運輸をめざして（交通政策

の提言2008）」なども参照。

参考文献など

１．安部誠治『公共交通が危ない――規制緩和

と過密労働』岩波書店，2005年

２．岩田正美『現代の貧困――ワーキングプ

ア／ホームレス／生活保護』筑摩書房，2007年

３．交通運輸政策研究会「持続可能で，安全・

安心な交通運輸をめざして（交通政策の提言

2008）」2008年６月発行

４．国土交通省交通政策審議会 タクシー事業

を巡る諸問題に関する検討ワーキンググルー

プ 資料

５．全国ハイヤー・タクシー連合会 第三者委

員会 資料

６．戸崎肇『タクシーに未来はあるか（規制緩

和と交通権２）』学文社，2008年

７．福原宏幸編『社会的排除／包摂と社会政策』

法律文化社，2007年

８．川村雅則「不況と規制緩和のもとでの，道

内タクシー業界の事業経営とタクシー運転手

の労働・生活・安全衛生に関する調査報告」

『北海学園大学経済論集』第52巻第１号，

2004年６月

実働一日一車当たり
輸送人員

(人) 運送収入

（円）

走行キロ

（km）

実車キロ

（km）

11月 当月 5,777,395 30,363 255.48 85.11

前年同月 5,886,577 31,215 263.66 88.05

対前年比 98.15 97.27 96.90 96.66

12月 当月 6,961,961 37,028 267.99 99.78

前年同月 7,563,383 38,900 272.09 108.70

対前年比 92.05 95.19 98.49 91.79

１月 当月 5,940,637 32,863 235.86 84.12

前年同月 6,518,493 33,334 253.00 93.10

対前年比 91.14 98.59 93.23 90.35

２月 当月 5,841,687 33,715 233.95 85.53

前年同月 6,075,411 34,279 246.52 92.88

対前年比 96.15 98.35 94.90 92.09

３月 当月 5,886,742 32,042 252.05 83.71

前年同月 6,891,169 34,555 268.40 96.50

対前年比 85.42 92.73 93.91 86.75

４月 当月 4,900,737 28,506 254.57 74.38

前年同月 5,646,487 29,979 265.01 84.76

対前年比 86.79 95.09 96.06 87.75

出所：北海道ハイヤー協会資料より作成。
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